
農水フーヅ株式会社 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第８条第１項又は第７項の規定に基づ

き、男女ともに全社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、下記のとおり農水フーヅ

株式会社は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定します。 

 

１．現在の状況 

  役職者２２名のうち女性社員は４名であり、割合は１８％. 

 

２． 計画期間   

２０２４年９月１日 ～ ２０２９年８月３１日 

 

３．目標 

  役職者における女性社員の割合を３０％まで引き上げる. 

 

４．対策 

 〇従来、男性労働者中心であった職場への女性労働者の配置拡大と、それによる多様な

職務経験の付与。 

〇女性労働者の積極的・公正な育成・評価に向けた上司へのヒアリング。 

 


